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附則 
 

 三重県は、山から海へと至る複雑な地勢と四季の変化に富んだ自然を有している。三重県
の農業及び農村は、このような環境に適応し、営農上の困難を克服しながら、農産物を供給
するとともに、その営みを通じて、県⼟の保全、良好な景観の形成、文化の伝承等の多⾯的
機能を発揮してきた。また、「⾷」に関する意識が⾼まる一⽅、世界的な⼈⼝増加、気候変
動の影響による平均気温の上昇や豪⾬の頻発化、さらには国際情勢の不安定化等に伴う輸⼊
農産物及び農業資材の価格⾼騰及び⼊手困難な状況等により、安全・安心な農産物の安定的
な供給等が求められており、農業及び農村の果たすべき役割はより重要なものとなってきて
いる。 
 しかしながら、農村における⾼齢化、過疎化等に伴い増加しつつある遊休農地は、豊かな
田園景観を脅かし、三重県の農村を変貌させるおそれがある。また、農産物の価格の形成に
おいて、需給事情及び品質評価が適切に反映されていないことは、農業者等の生産意欲の減
退を招いており、農産物の供給が不安定になることが懸念されている。こうした⾒過ごすこ
とができない状況に対処するため、三重県の農業の振興及び農村の活性化を一層図っていく
ことが差し迫った課題となっている。 
 県⺠がゆとりと豊かさを実感できる生活を営む上では、三重県の農業及び農村が、持続可
能な農業構造を確⽴し、安全・安心な農産物を安定的に供給する等県⺠の⾷を担っていくこ
とが重要である。そのためには、農産物の生産拡大の促進等農業の振興を図るとともに、農
業及び農村の有する多⾯的機能を適切かつ十分に発揮し、県⺠の多様化する期待に応える新
たな価値を創出するための商品の開発、国内外の販路の拡大、地産地消の推進等農産物の自
給⼒を⾼め、⾷料自給率の向上につながる取組を進めていく必要がある。 
 このような考え⽅に⽴って、多様な主体が協働して、農業及び農村の様々な資源を地域の
特性を生かして活⽤すること等により農業の振興及び農村の活性化を推進し、県⺠の多様化
する期待に応える活⼒ある農業及び農村を構築するため、この条例を制定する。 
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第一章 総則 
 

（目的） 
第一条 この条例は、⾷を担う農業の振興及び農村の活性化に関する施策等について、基本

理念及びその実現を図るのに基本となる事項を定め、並びに県の責務、農業者等の役割等
を明らかにすることにより、⾷を担う農業の振興及び農村の活性化に関する施策等を総合
的かつ計画的に推進し、もって県⺠生活の安定向上及び地域経済の健全な発展を図ること
を目的とする。 

 
（定義） 

第二条 この条例において、次の各号に掲げる⽤語の意義は、それぞれ当該各号に定めると
ころによる。 
一 多⾯的機能 県⼟の保全、⽔源のかん養、自然環境の保全、良好な景観の形成、文化

の伝承等農村で農業生産活動が⾏われることにより生ずる⾷料その他の農産物の供給の
機能以外の多⾯にわたる機能をいう。 

二 農業者等 農業者及び農業に関する団体をいう。 
三 ⾷品産業事業者 ⾷品に係る製造、流通その他⾷品に関する役務の提供を⾏う事業者

をいう。 
四 地産地消 地域の需要に応じた農産物を当該地域で生産すること及び地域で生産され

た農産物を当該地域において消費し、⼜は利⽤することをいう。 
五 安全・安心農業生産 農産物の安全性及びその安全性に対する信頼の確保を図るため

の生産管理の下にあり、農業の自然循環機能（農業生産活動が自然界における生物を介
在する物質の循環に依存し、かつ、これを促進する機能をいう。）が維持増進され、及
び環境への負荷の低減が図られる農業生産活動をいう。 

 
（基本理念） 

第三条 ⾷を担う農業の振興及び農村の活性化は、県⺠がゆとりと豊かさを実感できる生活
を営む上で、⾷に対する県⺠の多様化する期待に応えるとともに、将来にわたって農業が
持続的に営まれること並びに農産物の生産拡大等の促進及び地産地消の推進を図ることで
自給⼒を⾼め、⾷料自給率の向上につなげていくことが重要であることに鑑み、その実現
を図るために、次に掲げる事項が⾏われることを基本としなければならない。 
一 農産物については、その安全性が確保され、及び安心して安定的に消費できることが

県⺠の健全な⾷生活の基礎であることに鑑み、県⺠をはじめとする消費者の期待に応え
るため、安全・安心な生産が確保されることにより、将来にわたって、安定的な供給が
⾏われること。 

二 農業については、県⺠から求められる農産物の供給の機能及び多⾯的機能の重要性に
鑑み、創意⼯夫を生かした多様な農業経営が確⽴され、及び必要な農地、農業⽤⽔その
他の農業資源が確保されることにより、その持続的な発展が図られること。 

三 農村については、農業者を含めた地域住⺠の生活の場であるとともに、農業の持続的
な発展の基盤であることに鑑み、農産物の供給の機能及び多⾯的機能が適切かつ十分に
発揮されるよう、生活環境の整備及び地域の特性を生かした活⼒の向上により、その振
興が図られること。  
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四 農業及び農村の新たな価値の創出については、県⺠の多様化する期待に応える価値を
新たに創出し、及び提供していくことが重要であることに鑑み、県⺠と農業者等の相互
理解の促進を図りつつ、農業及び農村が有する資源を有効に活⽤することにより、その
促進が図られること。 

 
（県の責務） 

第四条 県は、基本理念にのっとり、⾷を担う農業の振興及び農村の活性化に関する施策等
を策定し、及びこれを総合的かつ計画的に実施する責務を有する。 

２ 県は、農業者等の意欲の増進を図りつつ、その主体的な取組を助⻑することを旨として、
前項の施策等を講ずるものとする。 

３ 県は、第一項の施策等の実施に当たっては、市町、農業者等、⾷品産業事業者その他関
係者と連携し、及び協働するものとする。 

 
（農業者等の役割） 

第五条 農業者等は、基本理念にのっとり、⾷を担う農業の振興及び農村の活性化に主体的
に取り組むとともに、農業の振興及び⾷料自給率の向上に寄与するよう努めるものとする。 

２ 農業者等は、前項の取組を⾏うに当たっては、県、市町、⾷品産業事業者その他関係者
との連携協⼒に努めるものとする。 

３ 農業者等は、農業生産及びこれに関連する活動を⾏うに当たっては、安全・安心農業生
産に取り組むよう努めるものとする。 

 
（県⺠の参加等） 

第六条 県⺠は、⾷に関する知識並びに農業及び農村の果たす役割についての理解を深める
ため、⾷を担う農業及び農村の活性化に関する活動への参加等に努めるものとする。 

 
（推進体制の整備） 

第七条 県は、農業者等の主体的な取組の助⻑並びに市町、農業者等、⾷品産業事業者その
他関係者との円滑な連携及び協働を図り、⾷を担う農業の振興及び農村の活性化に関する
施策等を総合的かつ計画的に推進するための体制を整備するものとする。 

 
（財政上の措置） 

第八条 県は、⾷を担う農業の振興及び農村の活性化に関する施策等を実施するため、必要
な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。 

 
第二章 基本計画 

 
第九条 知事は、基本理念にのっとり、⾷を担う農業の振興及び農村の活性化に関する施策

等の総合的かつ計画的な推進を図るための基本的な計画（以下「基本計画」という。）を
定めるものとする。  
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２ 基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。 
一 ⾷を担う農業の振興及び農村の活性化に関する基本的な⽅針及び⾷料自給率その他の

主要な目標 
二 ⾷を担う農業の振興及び農村の活性化に関する基本的施策 
三 地域の特性を生かした⾷を担う農業の振興及び農村の活性化に向けた⽀援に関する措

置その他必要な事項 
３ 知事は、基本計画を定めようとするときは、あらかじめ広く県⺠の意⾒を聴くとともに、

議会の議決を経なければならない。 
４ 知事は、基本計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。 
５ 知事は、毎年一回、基本計画に基づく施策等の実施状況について公表しなければならな

い。 
６ 知事は、農業及び農村をめぐる情勢の変化を勘案し、おおむね五年ごとに、基本計画の

⾒直しを⾏い、必要な変更を加えるものとする。 
７ 第三項及び第四項の規定は、基本計画の基本的な⽅針及び主要な目標の変更について準

⽤する。 
 

第三章 基本的施策 
 

第一節 農業生産の振興及び安全・安心な農産物の安定的な供給の促進 
（⽔田農業の振興） 

第十条 県は、⽔田農業の振興を図るため、稲、⼩⻨、大⾖その他農作物の生産の拡大の促
進、安定的な供給の促進、生産性の向上の促進その他必要な施策を講ずるものとする。 
 
（園芸農業の振興） 

第十一条 県は、園芸農業の振興を図るため、生産の拡大の促進、安定的な供給の促進、新
品種及び優良品種に関する情報の提供、品質の向上の促進その他必要な施策を講ずるもの
とする。 
 
（畜産業の振興） 

第十二条 県は、畜産業の振興を図るため、生産の拡大の促進、安定的な供給の促進、家畜
衛生の向上、畜産物の流通体制の整備、家畜排せつ物の利⽤の促進その他必要な施策を講
ずるものとする。 

 
（販路の拡大及び合理的な価格形成の促進） 

第十三条 県は、農産物の販路の拡大を図るため、農産物の魅⼒の発信、地⽅卸売市場の活
性化、⾷育及び地産地消を通じた県⺠をはじめとする消費者の需要の拡大、⾷品産業事業
者、観光事業者その他関係者との連携の促進、輸出の促進その他必要な施策を講ずるもの
とする。 

２ 県は、農産物の価格形成に当たり、持続的な供給に要する合理的な費⽤が考慮されるよ
う、県⺠をはじめとする消費者、農業者等及び⾷品産業事業者の相互理解の促進その他必
要な施策を講ずるものとする。  
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（安全・安心農業生産の取組の促進） 
第十四条 県は、安全・安心農業生産の取組を促進するため、安全・安心農業生産に関する

技術の普及その他必要な施策を講ずるものとする。 
 

（農産物の安全・安心の確保） 
第十五条 県は、農産物の安全性及びその安全性に対する信頼を確保するため、生産、加⼯

及び流通の各過程における安全管理の定着及び⾼度化の促進その他必要な施策を講ずるも
のとする。 

 
第二節 農業の持続的な発展を⽀える農業構造の確⽴ 

（多様な農業経営の確⽴） 
第十六条 県は、⼒強い農業構造の確⽴に向けて、経営意欲及び経営能⼒を有する農業者等

の育成及び確保を図るため、農業経営の安定化、規模の拡大及び効率化の促進、創意⼯夫
を生かした経営の複合化及び多角化の促進その他必要な施策を講ずるものとする。 

２ 県は、経営意欲を有する者の就農及び経営能⼒を有する者の農業への参⼊を促進するた
め、農業の技術及び経営⽅法の習得機会の提供、農地に関する情報の提供その他必要な施
策を講ずるものとする。 

３ 県は、家族農業経営に係る農業者、農業経営の⽀援を⾏う事業者その他の多様な農業者
等により農業生産活動が⾏われるよう、必要な施策を講ずるものとする。 

 
（技術及び知識の向上） 

第十七条 県は、農業生産の振興に資する技術及び知識の向上を図るため、研究開発の推進、
大学及び⺠間等との連携の強化その他必要な施策を講ずるものとする。 

２ 県は、農業者等が農業生産の振興に資する技術及び知識を取得し、有効に活⽤すること
ができるよう、普及指導員等の技術及び知識の向上をはじめとする体制の充実を図るとと
もに、巡回指導、相談、農場展示、講習会の開催その他の手段により農業者等に対する技
術及び知識の普及に努めるものとする。 

 
（農地の有効利⽤等） 

第十八条 県は、農業生産に必要な農地の確保及び有効利⽤を図るため、農地として利⽤す
べき⼟地の農業上の利⽤の確保、農地の利⽤の集積、遊休農地の利⽤の促進その他必要な
施策を講ずるものとする。 

２ 県は、良好な営農条件を備えた農地、農業⽤⽔その他の農業資源を確保するため、生産
基盤の機能の維持及び向上に資する計画的な整備及び保全の推進その他必要な施策を講ず
るものとする。 

 
第三節 地域の特性を生かした農村の振興 

（農村の総合的な振興） 
第十九条 県は、農村の総合的な振興を図るため、生活環境の計画的な整備の推進、農業者

等が⾏う地域の特性を生かした活動の促進、都市と農村との間の交流の促進その他必要な
施策を講ずるものとする。  
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（多⾯的機能の発揮及び中山間地域等の振興） 
第二十条 県は、農業及び農村の有する多⾯的機能が適切かつ十分に発揮されるよう、農地、

農業⽤⽔その他の農業資源の適切な管理の促進その他必要な施策を講ずるものとする。 
２ 県は、中山間地域等（山間地及びその周辺の地域その他の地勢等の地理的条件が悪く、

農業の生産条件が不利な地域をいう。）における適切な農業生産活動が継続的に⾏われる
よう、農業の生産条件に関する不利を補正するための施策その他必要な施策を講ずるもの
とする。 

 
（野生鳥獣による被害の防止） 

第二十一条 県は、野生鳥獣による農業及び農村の生活環境に係る被害の防止を図るため、
被害の防止に関する知識及び経験を有する⼈材の育成、野生鳥獣の習性等を踏まえた被害
防止策の開発及び普及、被害の原因となっている野生鳥獣の適正な捕獲等の促進その他必
要な施策を講ずるものとする。 

 
第四節 農業及び農村を起点とした新たな価値の創出 

（新たな価値の創出を図るための取組の促進） 
第二十二条 県は、農業者等による農業及び農村の資源を有効に活⽤して⾏う新たな価値の

創出を図るため、農業者等が⾏う次に掲げる取組の促進に関して必要な施策を講ずるもの
とする。 
一 ⾷品産業事業者その他関係者と連携し、それぞれの経営資源を有効に活⽤して、商品

の開発、生産若しくは需要の開拓⼜は役務の開発、提供若しくは需要の開拓（次号にお
いて「商品の開発等」という。）を⾏う取組 

二 農産物の生産及びその加⼯⼜は販売を一体的に⾏う事業活動による商品の開発等を⾏
う取組 

三 消費者と直接的なつながりを持つことによる農産物若しくは商品の生産若しくは需要
の開拓⼜は役務の開発、提供若しくは需要の開拓を⾏う取組 

四 農業生産の現場、農産物、農村の景観その他地域の農業及び農村に係る観光資源の特
徴を活⽤して、役務の開発、提供⼜は需要の開拓を⾏う取組 

五 自ら⼜は⾷品産業事業者その他関係者と共同して収益の向上を目指し、農産物⼜はそ
の加⼯品の魅⼒を⾼め、ブランド化を推進する等付加価値の向上及び創出を図る取組 

六 自ら⼜は⾷品産業事業者その他関係者と共同して農産物⼜はその加⼯品を輸出する取
組 

七 前各号に掲げるもののほか、農業及び農村の資源を有効に活⽤して⾏う新たな価値の
創出を図るために必要な取組 

 
（認証制度等の推進） 

第二十三条 県は、農業者等による農業及び農村の資源を有効に活⽤して⾏う新たな価値の
創出を図るための取組を定着させるため、県内で生産された農産物⼜はその加⼯品の認証
制度等を推進する次に掲げる施策を講ずるものとする。 

  



７ 

 

一 特に優れた品質の農産物⼜はその加⼯品の周知を図り、三重県の知名度の向上を図る
施策 

二 安全・安心農業生産の下で生産され、かつ、知事が定める基準を満たした農産物の周
知を図る施策 

三 ⾷品産業事業者と連携し、県⺠が県内で生産された農産物⼜はその加⼯品に触れ、及
び親しむ機会の拡大を図ること等により、県⺠が消費する農産物の県内生産の拡大を促
す等地産地消を一層推進する施策 

四 前三号に掲げるもののほか、農業及び農村の資源を有効に活⽤して⾏う新たな価値の
創出を図るための取組を定着させるために必要な施策 

 
（⾷育及び地産地消を通じた県⺠と農業者等の相互理解の促進） 

第二十四条 県は、県⺠と農業者等の相互理解の促進を図るため、家庭、学校、保育所、地
域その他の様々な場所において、⾷育の推進に関する活動が地域の特性を生かしつつ展開
されるよう、情報及び意⾒の交換の促進、⼈材の育成その他必要な施策を講ずるものとす
る。 

２ 県は、県⺠と農業者等との間の交流の促進を図るため、農産物の生産、加⼯及び流通の
各過程における県⺠に対する学習機会の確保、体験活動の促進その他必要な施策を講ずる
ものとする。 

３ 県は、学校給⾷、事業所の⾷堂その他の県⺠の⾷生活の様々な機会において、地産地消
に関する取組が進むよう、地域で生産された農産物の消費⼜は利⽤の促進その他必要な施
策を講ずるものとする。 

４ 県は、県⺠、農業者等、⾷品産業事業者その他関係者の⾷育及び地産地消に関する気運
を醸成し、県⺠運動として展開できるよう、知事が「みえ地物一番の日」を別に定め、広
報、啓発その他必要な施策を講ずるものとする。 

 
第四章 地域の特性を生かした⾷を担う農業の振興及び農村の活性化に向けた⽀援 

 
第二十五条 県は、農村地域団体（次の各号のいずれかに該当する団体をいう。以下同じ。）

による農業及び農村の資源を有効に活⽤して⾏う取組を総合的かつ効果的に⽀援するため、
当該農村地域団体が掲げる目標を達成するための計画の策定及び当該計画に基づく活動に
対し、専門的知識を有する⼈材による技術的援助、情報の提供、助⾔その他必要な措置を
講ずるものとする。 
一 集落を基礎とした農業者等の組織する団体（農業者でない住⺠が参加するものを含み、

その活動区域が農業振興地域の整備に関する法律（昭和四十四年法律第五十八号）第六
条第一項の規定により指定された農業振興地域その他知事が必要と認めた地域にあるも
のに限る。） 

二 野菜生産出荷安定法（昭和四十一年法律第百三号）第四条第一項の規定により指定さ
れた野菜指定産地⼜は果樹農業振興特別措置法（昭和三十六年法律第十五号）第二条の
三第三項の規定により果樹農業振興計画において形成に関する⽅針を明らかにされた広
域の濃密生産団地で農産物の生産⼜は出荷を⾏う者の組織する団体 

  



８ 

 

三 前二号に掲げるもののほか、前二号に規定する団体に準ずるものであって知事が適当
と認めたもの 

２ 県は、農村地域団体の設⽴に向けた農業者等の組織化を促進するため、市町その他関係
者と連携し、農業者等の意欲の増進その他必要な措置を講ずるものとする。 

３ 県は、農村地域団体が⾏う第一項の取組を円滑かつ効果的に推進するため、市町その他
関係者と連携し、必要な推進体制を整備するものとする。 

 
附 則 

 
この条例は、公布の日から施⾏する。 

 
 
 
 
 
 
 


